
田口福寿会夢奨学金支給規程施行要領 

（児童養護施設退所者等奨学金） 
 
（目的） 

第１条 この要領は、田口福寿会夢奨学金支給規程（以下「規程」という。）第１０条の規

定に基づき、規程の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（奨学金の支給時期） 

第２条 大学等入学一時金は入学年の４月末までに、月額奨学金は３か月ごとにまとめて、

４月から６月分、７月から９月分、１０月から１２月分、１月から３月分を、それぞれ

４月末、７月末、１０月末、１月末までに支給するものとする。 

 

（申請手続き） 

第３条 規程第４条本文ただし書きの書類は、次のとおりとする。 

 （１）田口福寿会夢奨学金支給申請書 

 （２）「ジャパン未来スカラーシップ・プログラム」への応募書類の写し 

 （３）住民票の写し 

２ 同条第１号の「田口福寿会夢奨学金支給申請書」及び第２号の「児童養護施設等の施

設長または里親等の推薦書」の様式は、それぞれ別記様式１及び別記様式２とする。 

３ 奨学金の支給申請書は、高等学校３年次（規程第２条第４号に該当する者については、

大学等１年次）の９月３０日までに提出しなければならない。 

 

（選考） 

第４条 奨学生の選考は、書面による選考とし、当財団事業助成委員会に諮り、その意見

に基づき理事会において内定者を定める。 

２ 前項の選考は、高校３年次（規程第２条第４号に該当する者については大学等１年次）

の１１月末までに行い、その結果は児童養護施設等の施設長または里親等を通じて（規

程第２条第４号に該当する者については直接本人に）通知する。 

３ 前項の通知後における志望校の変更がある場合には、内定者は会長に対して志望校の

変更承認を申請しなければならない。（別記様式６） 

４ 規程第５条第３項に定める必要な手続きは、大学等合格通知書及び確認書（別記様式

３）の提出とする。 

５ 奨学生の支給人数は、年間４０名程度とする。ただし、規程第２条第４号に該当する

者の人数は別枠（２名以内）とする。 

  

（報告義務） 

第５条 規程第６条第１項に定める「近況報告書」の様式は、別記様式４とする。 



２ 同条第２項の届け出は、別記様式５によるものとする。 

 

（奨学金の返還） 

第６条 奨学金の返還額は、原則として、規程第８条の奨学金支給廃止事由が発生した月 

の翌月以降の分とする。 

 

  附 則（平成３０年４月２４日会長決定） 

この要領は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

 附 則（２０１９年３月１２日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０１９年３月１２日から施行する。 

 

 附 則（２０１９年４月２４日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０１９年４月２４日から施行する。 

 

 附 則（２０２１年７月１４日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０２１年７月１４日から施行する。 

 

附 則（２０２２年４月２０日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０２２年４月２０日から施行する。 

 

 附 則（２０２３年６月７日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０２３年６月７日から施行する。 

 

 附 則（２０２３年１０月２３日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０２３年１０月２３日から施行する。 

 

 附 則（２０２６年５月２８日会長決定） 

この要領の一部改定は、２０２６年５月２８日から施行する。 


